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基本的対処方針の変更内容等について 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（抜粋） 

変 更 後 

（令和３年５月７日変更） 

変 更 前 

（令和３年４月２３日変更） 
県の考え方（案） 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 

令和２年３月 28 日（令和３年５月７日変更） 

新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針 

 

令和２年３月 28 日（令和３年４月 23 日変更） 

新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

 

 令和３年５月７日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛

生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、大

都市部を中心に新規陽性者数が高い水準にあり、医療提供

体制のひっ迫も見られることなどから、５月 12 日以降に

ついては、法第 32 条第３項に基づき、緊急事態措置区域と

して東京都、京都府、大阪府及び兵庫県に加え、愛知県及

び福岡県を追加する変更を行うとともに、これらの区域に

おいて緊急事態措置を実施すべき期間を令和３年５月 31

日まで延長することとした。 

 また、同じく令和３年５月７日に、５月９日以降につい

ては、法第 31 条の４第 3項に基づき、重点措置区域に北海

道、岐阜県及び三重県を加え、５月 12 日以降については、

宮城県を除外する変更を行うとともに、北海道、岐阜県及

び三重県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期

間を令和３年５月９日から令和３年５月 31日までの 23日

間とし、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛媛県及び沖縄県に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・5 月 12 日以降本県はまん

延防止等重点措置を実施す

べき区域から除外される 
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おいてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和３

年５月 31日まで延長する旨の公示を行った。 

  

（３）まん延防止 

７）学校等の取扱い 

① 文部科学省は、学校設置者及び大学等に対して一

律に臨時休業を求めるのではなく、地域の感染状況

に応じた感染防止策の徹底を要請する。幼稚園、小

学校、中学校、高等学校等については、子供の健や

かな学びの保障や心身への影響の観点から、「学校

における新型コロナウイルス感染症に関する衛生

管理マニュアル」等を踏まえた対応を要請する。ま

た、大学等については、感染防止と面接授業・遠隔

授業の効果的実施等による学修機会の確保の両立

に向けて適切に対応することを要請する（緊急事態

措置区域においては、大学等の感染対策の徹底とと

もに、遠隔授業も活用した学修者本位の授業の効果

的な実施による学生等の学修機会の確保を図る）。

部活動、課外活動、学生寮における感染防止策、懇

親会や飲み会などについては、学生等への注意喚起

の徹底（緊急事態措置区域及び重点措置区域におい

ては、部活動や課外活動における感染リスクの高い

活動の制限又は自粛）を要請する。特に、発熱等の

症状がある学生等が登校や活動参加を控えるよう

周知徹底を図る。都道府県は、学校設置者に対し、

保健管理等の感染症対策について指導するととも

（３）まん延防止 

７）学校等の取扱い 

① 文部科学省は、学校設置者及び大学等に対して一

律に臨時休業を求めるのではなく、地域の感染状況

に応じた感染防止策の徹底を要請する。幼稚園、小

学校、中学校、高等学校等については、子供の健や

かな学びの保障や心身への影響の観点から、「学校

における新型コロナウイルス感染症に関する衛生

管理マニュアル」等を踏まえた対応を要請する。ま

た、大学等については、感染防止と面接授業・遠隔

授業の効果的実施等による学修機会の確保の両立

に向けて適切に対応することを要請する（緊急事態

措置区域においては、大学等の感染対策の徹底とと

もに、遠隔授業も活用した学修者本位の授業の効果

的な実施による学生等の学修機会の確保を図る）。

部活動、課外活動、学生寮における感染防止策、懇

親会や飲み会などについては、学生等への注意喚起

の徹底（緊急事態措置区域及び重点措置区域におい

ては、部活動や課外活動における感染リスクの高い

活動の制限又は自粛）を要請する。特に、発熱等の

症状がある学生等が登校や活動参加を控えるよう

周知徹底を図る。都道府県は、学校設置者に対し、

保健管理等の感染症対策について指導するととも
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に、地域の感染状況や学校関係者の感染者情報につ

いて速やかに情報共有を行うものとする。 

に、地域の感染状況や学校関係者の感染者情報につ

いて速やかに情報共有を行うものとする。 

 

 

② 厚生労働省は、保育所や放課後児童クラブ等につ

いて、感染防止策の徹底を行いつつ、原則開所する

ことを要請する。 

② 厚生労働省は、保育所や放課後児童クラブ等につ

いて、感染防止策の徹底を行いつつ、原則開所する

ことを要請する。 

 

８）重点措置区域における取組等 

① 重点措置区域である都道府県においては、「緊急

事態宣言解除後の対応」を踏まえるとともに、まん

延防止等重点措置が、地域の感染状況に応じて、期

間・区域、業態を絞った措置を機動的に実施できる

仕組みであり、発生の動向等を踏まえた集中的な対

策により、地域的に感染を抑え込み、都道府県全域

への感染拡大、更には全国的かつ急速なまん延を防

ぐ趣旨で創設されたものであることを踏まえ、感染

リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場

面に効果的な対策を徹底するため、後述９）に掲げ

る基本的な感染防止策等に加え、以下の取組を行う

ものとする。 

  また、都道府県知事は、区域を指定するに当たっ

て市町村単位や一定の区画を原則とするなど、区

域、期間及び業態を定めるに当たっては、効果的な

対策となるよう留意する。 

８）重点措置区域における取組等 

① 重点措置区域である都道府県においては、「緊急

事態宣言解除後の対応」を踏まえるとともに、まん

延防止等重点措置が、地域の感染状況に応じて、期

間・区域、業態を絞った措置を機動的に実施できる

仕組みであり、発生の動向等を踏まえた集中的な対

策により、地域的に感染を抑え込み、都道府県全域

への感染拡大、更には全国的かつ急速なまん延を防

ぐ趣旨で創設されたものであることを踏まえ、感染

リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場

面に効果的な対策を徹底するため、後述９）に掲げ

る基本的な感染防止策等に加え、以下の取組を行う

ものとする。 

 また、都道府県知事は、区域を指定するに当たっ

て市町村単位や一定の区画を原則とするなど、区

域、期間及び業態を定めるに当たっては、効果的な

対策となるよう留意する。 

・本県は除外される（参考掲

載） 

→除外後については，８ペ

ージ以降に記載 

 

・ 感染リスクが高いと指摘されている飲食の場を

避ける観点から、都道府県知事が定める期間及び

区域において、法第 31条の６第１項等に基づき、

・ 感染リスクが高いと指摘されている飲食の場を

避ける観点から、都道府県知事が定める期間及び

区域において、法第 31条の６第１項等に基づき、

（参考掲載） 
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飲食店（宅配・テイクアウトを除く。）に対する営

業時間の短縮（20 時までとする。）の要請を行う

こと。また、地域の感染状況等に応じて、都道府

県知事の判断により、法第 31 条の６第１項に基

づき、飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間

において、酒類の提供（利用者による酒類の店内

持込みを含む。）を行わないよう要請すること。な

お、改正法の施行により、命令、過料の規定が設

けられたことを踏まえ、その手続に関しては、別

途通知する手続に沿って行うこと。 

飲食店（宅配・テイクアウトを除く。）に対する営

業時間の短縮（20 時までとする。）の要請を行う

こと。また、地域の感染状況等に応じて、都道府

県知事の判断により、法第 31 条の６第１項に基

づき、飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間

において、酒類の提供（利用者による酒類の店内

持込みを含む。）を行わないよう要請すること。な

お、改正法の施行により、命令、過料の規定が設

けられたことを踏まえ、その手続に関しては、別

途通知する手続に沿って行うこと。 

・ 地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判

断により、上記の重点措置を講じるべき区域（以

下「措置区域」という。）以外の地域において、法

第 24 条第９項に基づき、飲食店等に対する営業

時間の短縮の要請を行うこと。 

・ 地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判

断により、上記の重点措置を講じるべき区域（以

下「措置区域」という。）以外の地域において、法

第 24 条第９項に基づき、飲食店等に対する営業

時間の短縮の要請を行うこと。 

（参考掲載） 

・ いわゆる昼カラオケ等でクラスターが多発して

いる状況に鑑み、法第 31条の６第１項に基づき、

飲食を主として業としている店舗において、カラ

オケを行う設備を提供している場合、当該設備の

利用自粛を要請すること。 

・ いわゆる昼カラオケ等でクラスターが多発して

いる状況に鑑み、法第 31条の６第１項に基づき、

飲食を主として業としている店舗において、カラ

オケを行う設備を提供している場合、当該設備の

利用自粛を要請すること。 

（参考掲載） 

・ 地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判

断により、法第 31 条の６第１項等に基づき、「入

場をする者の整理等」「入場をする者に対するマ

スクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない

者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防

・ 地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判

断により、法第 31 条の６第１項 に基づき、「入

場をする者の整理等」「入場をする者に対するマ

スクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない

者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防

（参考掲載） 
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止に効果のある措置（飛沫を遮ることができる板

等の設置又は利用者の適切な距離の確保等）」等、

令第５条の５に規定される各措置について事業

者 に対して要請を行うこと。なお、人が密集す

ること等を防ぐため、「入場をする者の整理等」を

行う場合は、別途通知する取扱いを踏まえ、事業

者に要請を行うものとする。 

止に効果のある措置（飛沫を遮ることができる板

等の設置又は利用者の適切な距離の確保等）」等、

令第５条の５に規定される各措置について飲食

店等に対して要請を行うこと。なお、人が密集す

ること等を防ぐため、「入場をする者の整理等」を

行う場合は、別途通知する取扱いを踏まえ、事業

者に要請を行うものとする。 

・ 不要不急の外出自粛を徹底すること及び施設に

人が集まり、飲食につながることを防止する必要

があること等を踏まえ、措置区域において、法第

24 条第 9項に基づき、別途通知する飲食店等以外

の令第 11条第１項に規定する施設（特に、大規模

な集客施設）について 、営業時間の短縮（20 時

までとする。）を要請するとともに、入場整理等に

ついて   働きかけを行うこと。特に、緊急事

態措置の実施期間においては、施設内外に混雑が

生じることがないよう、別途通知する取扱いを踏

まえ、入場整理を徹底するとともに、その旨をホ

ームページ等を通じて広く周知するよう働きか

けを行うこと。 

・ 不要不急の外出自粛を徹底すること及び施設に

人が集まり、飲食につながることを防止する必要

があること等を踏まえ、            

          別途通知する飲食店等以外

の令第 11条第１項に規定する施設（特に、大規模

な集客施設）についても、営業時間の短縮や   

                入場整理等に

ついて同様の働きかけを行うこと。特に、緊急事

態措置の実施期間においては、施設内外に混雑が

生じることがないよう、            

    入場整理を徹底する           

                 よう働きか

けを行うこと。 

（参考掲載） 

・ 法第 24条第９項に基づき、業種別ガイドライン

を遵守するよう要請を行うこと。その際、ガイド

ラインを遵守していない飲食店等については、個

別に要請を行うことを検討すること。 

・ 法第 24条第９項に基づき、業種別ガイドライン

を遵守するよう要請を行うこと。その際、ガイド

ラインを遵守していない飲食店等については、個

別に要請を行うことを検討すること。 

（参考掲載） 

・ 上記の各要請に当たっては、関係機関とも連携 ・ 上記の各要請に当たっては、関係機関とも連携 （参考掲載） 
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し、営業時間の短縮等や業種別ガイドラインの遵

守を徹底するための対策・体制の強化を行い、原

則として措置区域内の全ての飲食店等に対して

実地に働きかけを行うこと。特に、緊急事態措置

区域からの利用者の流入が懸念される区域につ

いて、重点的に実施すること。また、法第 24 条第

９項に基づき、路上・公園等における集団での飲

酒など、感染リスクが高い行動に対して必要な注

意喚起や自粛の要請等を行うこと。 

し、営業時間の短縮等や業種別ガイドラインの遵

守を徹底するための対策・体制の強化を行い、原

則として措置区域内の全ての飲食店等に対して

実地に働きかけを行うこと。特に、緊急事態措置

区域からの利用者の流入が懸念される区域につ

いて、重点的に実施すること。また、      

        路上・公園等における集団での飲

酒など、感染リスクが高い行動に対して必要な注

意喚起      等を行うこと。 

・ 法第 31条の６第２項に基づき、上記により営業

時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだり

に出入りしないよう、住民に対して要請等を行う

こと。併せて、法第 24条第９項に基づき、日中も

含めた不要不急の外出・移動の自粛、混雑してい

る場所や時間を避けて行動すること、及び感染対

策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮

の要請に応じていない飲食店等の利用を自粛す

ること等について、住民に対して協力の要請を行

うこと。その際、変異株の感染者が増加している

ことを踏まえ、感染拡大を防止する観点から、不

要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区

域との往来は、厳に控えるように促すこと。 

・ 法第 31条の６第２項に基づき、上記により営業

時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだり

に出入りしないよう、住民に対して要請等を行う

こと。併せて、法第 24条第９項に基づき、日中も

含めた不要不急の外出・移動の自粛、混雑してい

る場所や時間を避けて行動すること、及び感染対

策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮

の要請に応じていない飲食店等の利用を自粛す

ること等について、住民に対して協力の要請を行

うこと。その際、変異株の感染者が増加している

ことを踏まえ、感染拡大を防止する観点から、不

要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区

域との往来は、厳に控えるように促すこと。 

（参考掲載） 

・ 交通事業者に対して、緊急事態措置の実施期間

において、   終電の繰上げ         

     や、主要ターミナルにおける検温の実施

・ 交通事業者に対して、緊急事態措置の実施期間

において、平日の終電の繰上げ、週末休日におけ

る減便等や、主要ターミナルにおける検温の実施

（参考掲載） 
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等、必要な協力の依頼等を行うこと。 等、必要な協力の依頼等を行うこと。 

・ 都道府県知事が定める期間及び区域で行われる

催物（イベント等）について、主催者等に対して、

法第 24 条第９項等に基づき、別途通知する目安

を踏まえた規模要件等（人数上限 5000 人等）  

          を設定し、その要件に沿った

開催の要請を行うこと。 

・ 都道府県知事が定める期間及び区域で行われる

催物（イベント等）について、主催者等に対して、

法第 24 条第９項等に基づき、別途通知する目安

を踏まえた規模要件等（人数上限・収容率、飲食

を伴わないこと等）を設定し、その要件に沿った

開催の要請等を行うこと。 

（参考掲載） 

・ 事業者に対して、職場への出勤等について、「出

勤者数の 7割削減」を目指すことも含め接触機会

の低減に向け、在宅勤務（テレワーク）や、出勤

が必要となる職場でもローテーション勤務等を

更に徹底するよう働きかけること。特に、緊急事

態措置の実施期間においては、緊急事態措置区域

等への出勤について、在宅勤務（テレワーク）の

活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の減に

努めるよう働きかけること。 

・ 事業者に対して、職場への出勤等について、「出

勤者数の 7割削減」を目指すことも含め接触機会

の低減に向け、在宅勤務（テレワーク）や、出勤

が必要となる職場でもローテーション勤務等を

更に徹底するよう働きかけること。特に、緊急事

態措置の実施期間においては、緊急事態措置区域

等への出勤について、在宅勤務（テレワーク）の

活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の減に

努めるよう働きかけること。 

（参考掲載） 

・ 措置区域内における、高齢者施設等の従業者等

に対する検査の頻回実施や、高齢者施設等や医療

機関で感染が発生した場合における保健所によ

る感染管理体制の評価や支援チームの派遣、検査

の実施等による感染制御・業務継続支援の徹底を

行うとともに、政府が行う、検査前確率が比較的

高いと考えられる場所（例えば、密になりやすい、

又は、多くの人が出入りし接触するような事務

所・作業所、寮、大学等）等に対するモニタリン

・ 措置区域内における、高齢者施設等の従業者等

に対する検査の頻回実施や、高齢者施設等や医療

機関で感染が発生した場合における保健所によ

る感染管理体制の評価や支援チームの派遣、検査

の実施等による感染制御・業務継続支援の徹底を

行うとともに、政府が行う、検査前確率が比較的

高いと考えられる場所（例えば、密になりやすい、

又は、多くの人が出入りし接触するような事務

所・作業所、寮、大学等）等に対するモニタリン

（参考掲載） 
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グ検査拡充への積極的な協力や、措置区域内の歓

楽街等で陽性者が出た場合の重点的検査の実施

を行うこと。 

グ検査拡充への積極的な協力や、措置区域内の歓

楽街等で陽性者が出た場合の重点的検査の実施

を行うこと。 

・ 病床・宿泊療養施設確保計画に沿って、すぐに

患者を受け入れられる病床・居室を計画上の最大

数に速やかに移行するとともに、感染者急増時の

緊急的患者対応への切り替えに向けた準備（医療

提供体制への負荷が高まった場合の入院基準の

明確化、パルスオキシメーターの活用や健康観察

業務の外部委託等による自宅療養における健康

観察体制の確保等）を行うこと。 

・ 病床・宿泊療養施設確保計画に沿って、すぐに

患者を受け入れられる病床・居室を計画上の最大

数に速やかに移行するとともに、感染者急増時の

緊急的患者対応への切り替えに向けた準備（医療

提供体制への負荷が高まった場合の入院基準の

明確化、パルスオキシメーターの活用や健康観察

業務の外部委託等による自宅療養における健康

観察体制の確保等）を行うこと。 

（参考掲載） 

② 政府は、地方創生臨時交付金に設けた「協力要請

推進枠」により、飲食店に対して営業時間短縮要請

等と協力金の支払いを行う都道府県を支援する。 

② 政府は、地方創生臨時交付金に設けた「協力要請

推進枠」により、飲食店に対して営業時間短縮要請

等と協力金の支払いを行う都道府県を支援する。 

（参考掲載） 

③ 重点措置区域である都道府県は、①の取組を行う

に当たっては、あらかじめ政府と迅速に情報共有を

行う。 

③ 重点措置区域である都道府県は、①の取組を行う

に当たっては、あらかじめ政府と迅速に情報共有を

行う。 

（参考掲載） 

９）緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県

における取組等 

① 都道府県は、「緊急事態宣言解除後の対応」を踏ま

えるとともに、住民や事業者に対して、以下の取組

を行うものとする。その際、感染拡大の防止と社会

経済活動の維持との両立を持続的に可能としてい

くため、「新しい生活様式」の社会経済全体への定着

を図るとともに、地域の感染状況や感染拡大リスク

９）緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の都道府県

における取組等 

① 都道府県は、「緊急事態宣言解除後の対応」を踏ま

えるとともに、住民や事業者に対して、以下の取組

を行うものとする。その際、感染拡大の防止と社会

経済活動の維持との両立を持続的に可能としてい

くため、「新しい生活様式」の社会経済全体への定着

を図るとともに、地域の感染状況や感染拡大リスク

・5 月 12 日以降本県は９）

に該当する 
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等について評価を行いながら、必要に応じて、後述

③等のとおり、外出の自粛、催物（イベント等）の

開催制限、施設の使用制限等の要請等を機動的に行

うものとする。 

等について評価を行いながら、必要に応じて、後述

③等のとおり、外出の自粛、催物（イベント等）の

開催制限、施設の使用制限等の要請等を機動的に行

うものとする。 

（外出の自粛等） 

・ 「三つの密」、「感染リスクが高まる「５つの場

面」」等の回避や、「人と人との距離の確保」「マス

クの着用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとし

た基本的な感染対策の徹底等、感染拡大を防止す

る「新しい生活様式」の定着が図られるよう、あ

らゆる機会を捉えて、令和２年４月 22 日の専門

家会議で示された「10 のポイント」、５月４日の

専門家会議で示された「新しい生活様式の実践

例」、10月 23 日の分科会で示された「感染リスク

が高まる「５つの場面」」等について住民や事業者

に周知を行うこと。 

（外出の自粛等） 

・ 「三つの密」、「感染リスクが高まる「５つの場

面」」等の回避や、「人と人との距離の確保」「マス

クの着用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとし

た基本的な感染対策の徹底等、感染拡大を防止す

る「新しい生活様式」の定着が図られるよう、あ

らゆる機会を捉えて、令和２年４月 22 日の専門

家会議で示された「10 のポイント」、５月４日の

専門家会議で示された「新しい生活様式の実践

例」、10月 23 日の分科会で示された「感染リスク

が高まる「５つの場面」」等について住民や事業者

に周知を行うこと。 

 

・引き続き要請を行う 

・ 帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、「三

つの密」の回避を含め基本的な感染防止策を徹底

するとともに、特に大人数の会食を控える等注意

を促すこと。また、変異株による感染が増加して

いることを踏まえ、感染が拡大している地域への

不要不急の移動は、極力控えるように促すこと。 

  感染が拡大している地域において、こうした対

応が難しいと判断される場合は、帰省や旅行につ

いて慎重な検討を促すこと。特に発熱等の症状が

・ 帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、「三

つの密」の回避を含め基本的な感染防止策を徹底

するとともに、特に大人数の会食を控える等注意

を促すこと。また、変異株による感染が増加して

いることを踏まえ、感染が拡大している地域への

不要不急の移動は、極力控えるように促すこと。 

 感染が拡大している地域において、こうした対

応が難しいと判断される場合は、帰省や旅行につ

いて慎重な検討を促すこと。特に発熱等の症状が

・引き続き要請を行う 
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ある場合は、帰省や旅行を控えるよう促すこと。 ある場合は、帰省や旅行を控えるよう促すこと。 

・ 業種別ガイドライン等を遵守している施設等の

利用を促すこと。 

・ 業種別ガイドライン等を遵守している施設等の

利用を促すこと。 

・引き続き要請を行う 

・ 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの

発生があった場合、政府と連携して、外出の自粛

に関して速やかに住民に対して必要な協力の要

請等を行うこと。 

・ 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの

発生があった場合、政府と連携して、外出の自粛

に関して速やかに住民に対して必要な協力の要

請等を行うこと。 

 

（催物（イベント等）の開催） 

・ 催物等の開催については、「新しい生活様式」や

業種別ガイドライン等に基づく適切な感染防止

策が講じられることを前提に、地域の感染状況や

感染拡大リスク等について評価を行いながら、必

要な規模要件（人数上限や収容率）の目安を示す

こと。その際、事業者及び関係団体において、エ

ビデンスに基づきガイドラインが進化、改訂され

た場合は、それに基づき適切に要件を見直すこ

と。 

  また、催物等の態様（屋内であるか、屋外であ

るか、また、全国的なものであるか、地域的なも

のであるかなど）や種別（コンサート、展示会、

スポーツの試合や大会、お祭りなどの行事等）に

応じて、開催の要件や主催者において講じるべき

感染防止策を検討し、主催者に周知すること。 

  催物等の開催に当たっては、その規模に関わら

（催物（イベント等）の開催） 

・ 催物等の開催については、「新しい生活様式」や

業種別ガイドライン等に基づく適切な感染防止

策が講じられることを前提に、地域の感染状況や

感染拡大リスク等について評価を行いながら、必

要な規模要件（人数上限や収容率）の目安を示す

こと。その際、事業者及び関係団体において、エ

ビデンスに基づきガイドラインが進化、改訂され

た場合は、それに基づき適切に要件を見直すこ

と。 

 また、催物等の態様（屋内であるか、屋外であ

るか、また、全国的なものであるか、地域的なも

のであるかなど）や種別（コンサート、展示会、

スポーツの試合や大会、お祭りなどの行事等）に

応じて、開催の要件や主催者において講じるべき

感染防止策を検討し、主催者に周知すること。 

 催物等の開催に当たっては、その規模に関わら

 

・「重点措置」解除に伴い，

開催要件を緩和するととも

に，引き続き感染防止策を

講じるよう求める 
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ず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人

との距離の確保」、「マスクの着用」、催物の開催中

や前後における選手、出演者や参加者等に係る主

催者による行動管理等、基本的な感染防止策が講

じられるよう、主催者に対して強く働きかけると

ともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握し

ておくことや、接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）等

の活用等について、主催者に周知すること。 

ず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人

との距離の確保」、「マスクの着用」、催物の開催中

や前後における選手、出演者や参加者等に係る主

催者による行動管理等、基本的な感染防止策が講

じられるよう、主催者に対して強く働きかけると

ともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握し

ておくことや、接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）等

の活用等について、主催者に周知すること。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 感染拡大の兆候や催物等におけるクラスターの

発生があった場合、政府と連携して、人数制限の

強化、催物等の無観客化、中止又は延期等を含め

て、速やかに主催者に対して必要な協力の要請等

を行うこと。 

・ 感染拡大の兆候や催物等におけるクラスターの

発生があった場合、政府と連携して、人数制限の

強化、催物等の無観客化、中止又は延期等を含め

て、速やかに主催者に対して必要な協力の要請等

を行うこと。 

 

（職場への出勤等） 

・ 事業者に対して、在宅勤務（テレワーク）、時差

出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組

を働きかけること。 

（職場への出勤等） 

・ 事業者に対して、在宅勤務（テレワーク）、時差

出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組

を働きかけること。 

 

・引き続き要請を行う 

・ 事業者に対して、職場における、感染防止のた

めの取組（手洗いや手指消毒、咳エチケット、職

員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が

触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員

の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすた

めのテレビ会議の活用、社員寮等の集団生活の場

での対策等）や「三つの密」や「感染リスクが高

まる「５つの場面」」等を避ける行動を徹底するよ

・ 事業者に対して、職場における、感染防止のた

めの取組（手洗いや手指消毒、咳エチケット、職

員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が

触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員

の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすた

めのテレビ会議の活用             

    等）や「三つの密」や「感染リスクが高

まる「５つの場面」」等を避ける行動を徹底するよ 

・追加部分について，企業訪

問や研修等の場を通じて働

きかける 
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う、実践例も活用しながら促すこと。特に職場で

の「居場所の切り替わり」（休憩室、更衣室、喫煙

室等）に注意するよう周知すること。さらに、職

場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実

践するよう働きかけること。その際には、特に留

意すべき事項を提示し、事業場への訪問など事業

者と接する機会等をとらえ、事業者自らが当該事

項の遵守状況を確認するよう促すこと。また、遵

守している事業者には対策実施を宣言させる等、

感染防止のための取組を強く勧奨すること。 

う           促すこと。特に職場で

の「居場所の切り替わり」（休憩室、更衣室、喫煙

室等）に注意するよう周知すること。さらに、職

場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実

践するよう働きかけること。その際には、特に留

意すべき事項の確認を促し、          

                       

                    遵

守している事業者には対策実施を宣言させる等、

感染防止のための取組を強く勧奨すること。 

（施設の使用制限等） 

・ これまでにクラスターが発生しているような施

設や、「三つの密」のある施設については、地域の

感染状況等を踏まえ、施設管理者等に対して必要

な協力を依頼すること。 

（施設の使用制限等） 

・ これまでにクラスターが発生しているような施

設や、「三つの密」のある施設については、地域の

感染状況等を踏まえ、施設管理者等に対して必要

な協力を依頼すること。 

・「重点措置」解除に伴い，

時短営業の協力依頼を解除

するとともに，引き続き感

染防止策を講じるよう求め

る 

・ 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの

発生があった場合、政府と連携して、施設の使用

制限等を含めて、速やかに施設管理者等に対して

必要な協力の要請等を行うこと。 

・ 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの

発生があった場合、政府と連携して、施設の使用

制限等を含めて、速やかに施設管理者等に対して

必要な協力の要請等を行うこと。 

 

② 都道府県は、感染の状況等を継続的に監視し、そ

の変化が認められた場合、住民に適切に情報提供を

行い、感染拡大への警戒を呼びかけるものとする。 

② 都道府県は、感染の状況等を継続的に監視し、そ

の変化が認められた場合、住民に適切に情報提供を

行い、感染拡大への警戒を呼びかけるものとする。 

・引き続き取り組む 

③ 都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合に

は、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療提

供体制への負荷の状況について十分、把握・分析を

③ 都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合に

は、地域における感染状況や公衆衛生体制・医療提

供体制への負荷の状況について十分、把握・分析を

・引き続き取り組む 
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行い、８月７日の分科会の提言で示された指標を目

安としつつ総合的に判断し、同提言に示された各ス

テージにおいて「講ずべき施策」や累次の分科会提

言（12 月 11 日「今後の感染の状況を踏まえた対応

についての分科会から政府への提言」等）等を踏ま

え、地域の実情に応じて、迅速かつ適切に法第 24条

第 9項に基づく措置等を講じるものとする。特に、

ステージⅢ相当の対策が必要な地域等にあっては、

速やかにステージⅡ相当の対策が必要な地域へ移

行するよう、取り組むものとする。 

行い、８月７日の分科会の提言で示された指標を目

安としつつ総合的に判断し、同提言に示された各ス

テージにおいて「講ずべき施策」や累次の分科会提

言（12 月 11 日「今後の感染の状況を踏まえた対応

についての分科会から政府への提言」等）等を踏ま

え、地域の実情に応じて、迅速かつ適切に法第 24条

第 9項に基づく措置等を講じるものとする。特に、

ステージⅢ相当の対策が必要な地域等にあっては、

速やかにステージⅡ相当の対策が必要な地域へ移

行するよう、取り組むものとする。 

④ 都道府県は、①③の取組を行うに当たっては、あ

らかじめ政府と迅速に情報共有を行う。 

④ 都道府県は、①③の取組を行うに当たっては、あ

らかじめ政府と迅速に情報共有を行う。 

・引き続き取り組む 

⑤ 政府は、関係団体や地方公共団体に対して、飲食

店に係る業種別ガイドラインの遵守徹底のための

見回り調査、遵守状況に関する情報の表示や第三者

認証による認証制度の普及を促すとともに、関係団

体等と連携しつつ、クラスターが発生している分野

等（飲食・職場など）を対象とした業種別ガイドラ

インについて、見直し・強化を図り、徹底する。 

⑤ 政府は、関係団体や地方公共団体に対して、飲食

店に係る業種別ガイドラインの遵守徹底のための

見回り調査、遵守状況に関する情報の表示や第三者

認証による認証制度の普及を促すとともに、関係団

体等と連携しつつ、クラスターが発生している分野

等（飲食・職場など）を対象とした業種別ガイドラ

インについて、見直し・強化を図り、徹底する。 

 

⑥ 都道府県は、飲食店の見回りを進めるとともに、

第三者認証による認証制度へのインセンティブ措

置の付与により、同制度の確実な運用を図る。 

⑥ 都道府県は、飲食店の見回りを進めるとともに、

第三者認証による認証制度へのインセンティブ措

置の付与により、同制度の確実な運用を図る。 

・第三者認証制度を新設す

る 

 


